
一

は
じ
め
に

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
の
石
上
英
一
先
生
の
ゼ
ミ
で
は
、
大
規

模
史
料
群
の
整
理
法
の
習
得
を
目
的
と
し
て
、
正
倉
院
文
書
の
写
経
機
関
関
係
文

書
の
編
年
整
理
を
行
っ
て
き
た
。
本
目
録
は
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
目
録
は
、
本
誌
三
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
よ
り
継
続
し
て
い
る
正
倉
院
文

書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録
の
第
七
回
目
に
あ
た
る
。
今
回
対
象
に
す
る
の

は
天
平
宝
字
三
・
四
年
（
七
五
九
・
六
〇
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
前
の
も
の
で
未

報
告
の
年
も
あ
る
が
、
先
行
し
て
掲
載
す
る
。
本
目
録
作
成
に
至
っ
た
経
緯
や
そ

の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
、
第
三
号
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

二

凡
例

・
文
書
番
号
は
原
則
と
し
て
日
付
順
に
付
し
た
。

・
文
書
番
号
に
は
階
層
性
を
持
た
せ
て
い
る
。
単
体
の
文
書
が
集
合
し
て
文
書
集

合
を
な
す
場
合
、
そ
の
集
合
に
文
書
番
号
を
付
し
、
各
文
書
に
は
枝
番
号
を
付
し

た
。

・
年
月
日
の
項
に
は
、
そ
の
文
書
の
作
成
年
月
日
（
帳
簿
の
場
合
は
開
始
年
月
日
。

分
か
る
も
の
は
終
了
年
月
日
）
を
示
し
た
。「
年
欠
」
と
書
い
た
も
の
は
、
そ
の

文
書
に
年
号
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
宝
字
四
年
の
文
書
と
推
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。「
年
欠
」
と
書
い
て
い
な
い
も
の
は
、
宝
字
四
年
と
記
載
の
あ
る
文
書
で

あ
る
。
な
お
、﹇
七
五
﹈
〜
﹇
七
八
﹈
は
、
天
平
宝
字
四
年
で
あ
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
が
、『
大
日
本
古
文
書
』
が
宝
字
四
年
に
類
収
し
て
い
る
の
で
便
宜
か

か
げ
た
。

・
文
書
名
の
付
け
方
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
公
式
令
に
の
っ
と
っ
た
。
し
た

正
倉
院
文
書
写
経
機
関
関
係
文
書
編
年
目
録

―
天
平
宝
字
三
・
四
年
―

浅

野

啓

介

東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

第
九
号

二
〇
〇
五
年
三
月
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が
っ
て
『
大
日
本
古
文
書
』
の
文
書
名
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
。
題
箋
や

文
書
冒
頭
に
文
書
名
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
。
ま
た
、
正
倉
院
文

書
内
に
み
ら
れ
る
「
〜
文
」
に
あ
た
る
場
合
は
（

）
の
中
に
示
し
た
。

・
写
経
事
業
の
項
に
は
そ
の
文
書
が
ど
の
写
経
事
業
に
関
す
る
文
書
か
を
記
し
た
。

・
文
書
の
機
能
・
内
容
の
項
に
は
上
日
報
告
や
布
施
申
請
な
ど
の
文
書
の
機
能
を

記
し
た
。
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
文
書
の
内
容
を
表
現
で
き
な
い
場
合
に
は
で
き
る

だ
け
現
代
語
に
訳
し
た
。

・
作
成
・
発
信→

受
信
の
項
に
は
文
書
の
作
成
・
保
管
ま
た
は
発
信
主
体
と
、
発

信
文
書
の
場
合
に
は→

の
あ
と
に
受
信
先
を
記
し
た
。
ま
た
、（→

造
東
大
寺

司
）
と
記
し
た
も
の
は
、
実
際
に
正
倉
院
文
書
と
し
て
伝
来
し
た
物
は
案
文
で
発

信
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
文
は
造
東
大
寺
司
に
発
信
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。

・
大
日
本
古
文
書
の
項
に
は
、『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
二
五
巻
に
お
け
る

所
在
を
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
「
４－

３９９
」（
四
巻
三
九
九
ペ
ー
ジ
の
意

味
）
の
よ
う
に
記
し
た
。『
大
日
本
古
文
書
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、

原
則
と
し
て
「
未
収
」
と
し
、
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
典
拠
を

記
し
た
。

・
次
の
項
は
そ
の
文
書
が
一
次
文
書
で
あ
る
か
二
次
文
書
で
あ
る
か
に
つ
い
て
記

し
た
。

・
文
書
の
所
在
の
項
で
は
、
以
下
の
略
号
を
用
い
た
。
ｓ＝

正
集
、
ｚ＝

続
修
、

ｚ
ｋ＝

続
修
後
集
、
ｚ
ｂ＝

続
修
別
集
、
ｚ
ｚ＝

続
々
修
、
拾
遺＝

国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
編
『
正
倉
院
文
書
拾
遺
』。
断
簡
番
号
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編

『
正
倉
院
文
書
目
録
』
既
刊
部
分
（
正
集
〜
塵
芥
）
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
従
い
、

そ
れ
が
な
い
箇
所
の
場
合
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
写
真
に
示
さ
れ
た
紙
数
番

号
を
〈

〉
で
示
し
た
。

・
備
考
の
項
に
は
、
上
記
以
外
に
担
当
者
の
気
付
い
た
留
意
点
な
ど
を
示
し
た
。

端
裏
書
や
、
八
世
紀
当
時
及
び
近
代
の
編
成
時
に
お
け
る
往
来
軸
・
付
箋
の
情
報

に
つ
い
て
は
必
ず
示
す
こ
と
に
し
た
。
ま
た
、『
正
倉
院
文
書
影
印
集
成
』
の
指

摘
や
担
当
者
の
気
付
い
た
範
囲
で
『
大
日
本
古
文
書
』
の
釈
文
の
訂
正
も
行
っ
た
。

加
え
て
、
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録
』「
未
修
古
文
書
目
録
」

に
よ
る
情
報
（
号
数
・
軸
の
有
無
・
枚
数
な
ど
）﹇
飯
田
﹈
を
記
し
た
。

・
他
の
利
用
の
項
に
は
、
同
一
の
紙
質
上
に
当
該
文
書
以
外
に
文
字
を
書
く
媒
体

と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
を
示
し
た
。
主
に
紙
背
の
利
用
で
あ
る
。

三

写
経
事
業
の
概
観

天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
は
写
経
所
関
係
文
書
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。

黒
田
洋
子
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
写
経
所
の
事
業
は
行
わ
れ
ず
、
そ
の
人
員

は
法
華
寺
金
堂
の
造
営
に
集
中
し
て
い
た
﹇
黒
田
﹈。
実
際
に
残
っ
て
い
る
追
い

込
み
式
の
文
書
は
四
月
二
九
日
の
文
書
﹇
一
―
一
﹈
の
次
は
七
月
十
日
の
文
書

﹇
一
―
二
﹈
で
あ
り
、
し
か
も
﹇
一
―
二
﹈
は
去
年
の
上
日
の
報
告
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
黒
田
氏
の
指
摘
の
通
り
、
宝
字
三
年
は
写
経
所
の
業
務
は
ほ
と
ん
ど

行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
に
は
、
太
師
藤
原
仲
麻
呂
の
二
月
十
日
の
宣
に

よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
一
切
経
三
四
三
三
巻
の
書
写
（
光
明
皇
太
后
の
死
去
に
よ
り

中
止
）、
光
明
皇
太
后
の
死
去
の
日
に
命
ぜ
ら
れ
た
称
讃
浄
土
経
一
八
〇
〇
巻
の

書
写
、
七
七
斎
が
行
わ
れ
た
後
に
は
一
周
忌
に
向
け
て
再
び
一
切
経
五
二
七
一
巻

（
当
初
目
標
）
の
書
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
藤
原
仲
麻
呂
正
月
十
一

日
の
宣
に
よ
る
法
華
経
四
五
部
・
金
剛
般
若
経
四
五
部
・
理
趣
経
四
五
部
（＝

一

三
五
部
）
の
書
写
、
内
侍
印
八
幡
中
村
三
月
九
日
の
宣
に
よ
る
最
勝
王
経
一
部
一
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〇
巻
・
宝
星
陀
羅
尼
経
一
部
一
〇
巻
の
書
写
、
内
裏
の
命
令
に
よ
る
阿
弥
陀
仏
像

一
鋪
の
作
成
、
内
侍
因
八
幡
中
村
の
四
月
一
日
の
宣
に
よ
る
法
華
経
一
部
八
巻
の

書
写
、
内
侍
印
八
幡
中
村
閏
四
月
一
日
の
宣
に
よ
る
灌
頂
経
一
部
一
二
巻
・
梵
網

経
一
部
二
巻
の
書
写
、
九
月
二
七
日
の
宣
に
よ
る
大
仏
頂
首
楞
厳
陀
羅
尼
経
一
〇

巻
（
巻
別
一
二
張
）・
随
求
即
得
陀
羅
尼
経
一
〇
巻
（
巻
別
八
張
）
の
書
写
、
大

野
内
侍
の
宣
に
よ
る
法
華
経
一
部
・
梵
網
経
二
巻
・
阿
弥
陀
経
一
巻
の
書
写
が
行

わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
写
経
事
業
に
つ
い
て
は
福
山
氏
、
井
上
氏
、
宮
�
氏
、
栄
原
氏
、
山

下
氏
、
山
本
氏
ら
の
各
氏
に
よ
る
研
究
（
参
考
文
献
を
参
照
）
が
あ
り
、
全
体
像

か
ら
個
々
の
文
書
の
解
釈
ま
で
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
諸

研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
主
な
写
経
に
つ
い
て
事
業
の
推
移
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
一
切
経
の
書
写
は
二
月
十
日
の
太
師
藤
原
仲
麻
呂
の
宣
（
坤
宮
大
疏
高

丘
連
枚
麻
呂
伝
宣
）
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
、
二
月
十
九
日
に
は
用
度
申
請
が
行
わ

れ
た
。
し
か
し
四
月
十
五
日
に
再
び
仲
麻
呂
が
書
写
の
宣
を
出
し
て
い
る
の
で
、

三
月
の
皇
太
后
光
明
子
の
不
予
を
受
け
て
、
一
切
経
の
書
写
は
中
断
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
四
月
末
か
ら
経
師
ら
の
宿
所
建
設
が
行
わ
れ
は
じ
め
、
閏
四

月
二
十
一
日
か
ら
実
際
に
写
経
が
開
始
さ
れ
た
。
た
だ
、
こ
の
一
切
経
書
写
は
先

述
の
よ
う
に
光
明
皇
太
后
の
死
去
に
よ
り
中
止
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹇
山

本
三
〇
七
頁
﹈。

光
明
皇
太
后
の
亡
く
な
っ
た
六
月
七
日
に
は
称
讃
浄
土
経
一
八
〇
〇
巻
（
巻
別

十
張
）
の
書
写
が
命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
称
讃
浄
土
経
書
写
は
七
月
十
四
日
に
一
八

〇
〇
張
の
料
紙
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
見
て
、
光
明
皇
太
后
七
七
斎
が
行
わ

れ
た
七
月
二
六
日
の
直
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹇
宮
�
﹈。

七
七
斎
が
終
わ
る
と
、
一
年
後
の
忌
日
御
斎
会
の
た
め
に
一
切
経
の
書
写
の
準

備
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
﹇
山
本
三
〇
八
頁
﹈。
こ
の
一
切
経
の
書
写
は
当
初
目

標
が
五
二
七
一
巻
で
、
そ
の
後
随
時
変
更
さ
れ
た
。
書
写
さ
れ
た
一
切
経
は
翌
宝

字
五
年
四
月
二
四
日
以
降
に
東
大
寺
か
ら
法
華
寺
嶋
院
に
搬
入
さ
れ
、
六
月
七
日

に
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
で
光
明
皇
太
后
の
周
忌
斎
に
供
さ
れ
た
。

間
写
経
の
書
写
に
つ
い
て
は
年
表
を
参
考
に
し
て
頂
き
た
い
が
、
こ
こ
で
は
九

月
二
七
日
の
宣
に
よ
る
大
仏
頂
首
楞
厳
陀
羅
尼
経
一
〇
巻
（
巻
別
一
二
張
）・
随

求
即
得
陀
羅
尼
経
一
〇
巻
（
巻
別
八
張
）
に
つ
い
て
少
し
見
て
お
き
た
い
。

大
仏
頂
首
楞
厳
陀
羅
尼
経
・
随
求
即
得
陀
羅
尼
経
は
天
平
三
年
（
七
三
一
）
の

写
経
目
録
（『
大
日
本
古
文
書
』
七
―
二
〇
・
二
五
）
に
よ
れ
ば
裏
に
菩
薩
像
が

画
か
れ
て
お
り
、
今
回
の
写
経
で
も
画
師
二
人
が
働
い
て
い
る
﹇
五
八
・
六
一
﹈。

ま
た
、
用
度
文
に
大
僧
都
（
良
弁
）
の
署
名
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
﹇
五
八
・

六
一
﹈、
用
度
文
の
文
書
名
を
写
経
所
解
と
し
て
作
成
し
た
の
を
わ
ざ
わ
ざ
変
更

し
た
こ
と
﹇
五
八
﹈、
随
求
壇
所
か
ら
銭
の
使
用
報
告
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と

﹇
五
九
﹈、
木
工
所
の
人
間
を
使
っ
て
﹇
五
八
﹈「
随
求
陀
羅
尼
壇
」
を
作
っ
た
ら

し
い
こ
と
﹇
五
八
﹈、
堂
童
子
が
働
き
、
仏
や
沙
弥
に
供
養
料
が
出
さ
れ
て
い
る

こ
と
﹇
五
八
﹈
か
ら
し
て
、
東
大
寺
で
行
わ
れ
た
仏
教
行
事
で
あ
ろ
う
。
一
〇
日

間
に
渉
っ
て
行
わ
れ
た
。

四

個
別
文
書
の
検
討

﹇
十
五
﹈
写
経
所
解
移
牒
案
は
続
々
修
十
八
帙
第
六
巻
（
以
下
続
々
修
十
八
―

六
と
略
称
す
る
）
す
べ
て
と
続
々
修
二
四
帙
五
巻
の
四
一
・
四
二
紙
目
に
あ
る
も

の
で
あ
る
。
続
々
修
十
八
―
六
は
全
部
で
六
一
紙
に
わ
た
る
。
途
中
、
若
干
の
欠

失
が
考
え
ら
れ
る
が
、
ほ
ぼ
奈
良
時
代
の
ま
ま
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主
に
写

経
所
発
信
の
文
書
が
追
い
込
み
式
で
記
入
さ
れ
て
お
り
、
石
上
英
一
氏
の
い
う
文

書
集
合
第
二
類
型
で
あ
る
﹇
石
上
﹈。
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以
下
、
続
々
修
十
八
―
六
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
巻
に
つ
い
て
は

山
本
幸
男
氏
の
研
究
が
﹇
山
本
二
六
九
頁
〜
﹈
あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て

い
き
た
い
。『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
に
は
「
往
来
付
、
頭
闕
」
と
あ
り
、
現
状

は
右
軸
で
あ
る
。
目
録
で
は
一
つ
一
つ
の
断
簡
を
番
号
で
な
く
、
Ａ
〜
Ｇ
の
よ
う

に
記
し
、
各
文
書
に
通
し
番
号
を
つ
け
た
。

本
巻
は
、
天
平
宝
字
四
年
二
月
一
九
日
に
は
じ
ま
る
一
切
経
調
度
文
案
﹇
十
五

―
一
﹈（
一
紙
目
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
追
記
部
分
に
「
右
、
承
前
写
し
奉
る

経
律
の
用
度
に
、
今
渡
ら
せ
ま
す
経
巻
を
加
え
、
勘
え
注
し
進
送
す
る
こ
と
く
だ

ん
の
ご
と
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、﹇
十
二
﹈
二
月
十
日
坤
宮
大
疏
宣
で
一

切
経
書
写
の
命
令
が
出
た
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
一
切
経
の
用
度
文
を
参
考
に
し
つ

つ
、
今
回
新
し
い
経
巻
を
加
え
用
度
文
を
作
成
し
た
。
正
文
の
宛
先
は
坤
宮
官
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
玉
井
氏
に
よ
れ
ば
、
請
求
文
書
が
「
造
東
大
寺
司
解
」
で
は

な
く
、「
東
大
寺
」
と
書
き
出
し
、「
用
度
如
件
」
と
結
ぶ
注
文
の
形
を
と
っ
て
い

る
も
の
は
、
内
裏
へ
の
注
進
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
﹇
玉

井
﹈。
こ
の
一
切
経
写
経
事
業
が
坤
宮
大
疏
を
通
し
て
命
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
用
度
物
の
申
請
先
は
坤
宮
官
だ
ろ
う
。
こ
の
一
紙
目
の
紙
背
は
空
で

あ
る
。
一
紙
目
を
Ａ
断
簡
と
し
た
。

一
紙
目
の
あ
と
は
白
紙
が
挟
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、
二
紙
目
は
「
次
官

従
五

位
下
高
麗
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
前
は
欠
失
し
て
い
る
。
二
紙
目
の
紙
背

は
﹇
二
﹈
宝
字
四
年
正
月
の
東
寺
写
経
所
牒
で
あ
り
、﹇
二
﹈
は
一
ヶ
月
の
あ
い

だ
で
反
故
に
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

三
・
四
紙
目
は
、
紙
背
は
ど
ち
ら
も
宝
字
三
年
の
文
書
で
あ
る
。
二
・
三
紙
目

の
﹇
十
五
―
四
﹈
に
は
余
白
が
約
一
三
㎝
あ
り
、
次
の
﹇
十
五
―
五
﹈
を
書
く
ス

ペ
ー
ス
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
余
白
を
埋
め
て
い
な
い
。
山
本
氏
は

三
紙
目
と
四
紙
目
の
間
に
は
欠
失
の
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
三
紙
目
と
四
紙
目
の
間
は
本
文
書
集
合
が
作
ら
れ
た
最
も
初
め
の
段
階
で

は
継
が
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
四
紙
目
の
終
わ
り
に
位
置
す
る
﹇
十
五
―

七
﹈
に
も
余
白
が
九
㎝
ほ
ど
あ
り
、
四
紙
目
と
五
紙
目
は
文
書
作
成
当
初
は
つ
な

が
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
文
書
集
合
が
完
結
し
た
段
階
で
は
二
〜
四
紙

は
接
続
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
四
六
紙
目
ま
で
を
Ｂ
断
簡
と
し
た
。

五
紙
目
の
紙
背
か
ら
は
宝
字
二
年
の
文
書
が
続
く
。

﹇
十
五
―
二
五
﹈
四
月
二
九
日
東
塔
所
解
案
は
二
五
紙
目
の
袖
か
ら
始
ま
り
、

余
白
が
八
㎝
ほ
ど
あ
り
、
追
い
込
み
で
書
か
れ
て
い
な
い
。
紙
背
の
﹇
四
一
﹈
は

灌
頂
経
・
梵
網
経
の
用
度
文
の
草
案
で
﹇
十
五
―
二
六
﹈
と
類
似
し
て
い
る
の
で

宝
字
四
年
潤
四
月
二
日
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
﹇
四
一
﹈
が
一
次
文
書
で
﹇
十

五
―
二
五
﹈
が
二
次
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
ど
ち
ら
も
草
案
・
案
文
な

の
で
、
こ
れ
ら
が
実
際
に
紙
に
書
か
れ
た
日
付
は
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
。

こ
の
文
書
に
関
し
て
、
山
本
氏
は
二
三
紙
目
で
最
初
の
巻
物
が
終
了
し
た
た
め
手

元
に
あ
っ
た
反
故
紙
を
張
り
継
い
だ
結
果
と
思
わ
れ
る
、
と
し
て
い
る
（
二
七
四

頁
）。
た
だ
そ
う
考
え
る
よ
り
は
、
東
塔
所
の
文
書
は
写
経
所
の
も
の
と
は
別
に

保
管
し
て
い
た
が
、
東
塔
所
は
経
師
の
利
用
す
る
建
物
の
建
設
に
携
わ
っ
て
い
た

の
で
、
あ
と
に
な
っ
て
写
経
所
解
移
牒
案
に
挟
ん
だ
、
と
考
え
る
方
が
分
か
り
や

す
い
と
思
う
。

﹇
十
五
―
十
六
﹈・﹇
十
五
―
二
六
﹈
は
ど
ち
ら
も
内
侍
印
八
麻
中
村
の
宣
に

よ
っ
て
命
令
さ
れ
た
法
華
経
一
部
八
巻
書
写
・
灌
頂
経
梵
網
経
各
一
部
書
写
の
用

度
文
で
あ
る
。
浄
衣
の
袴
の
材
質
が
﹇
三
五
﹈
四
月
七
日
安
都
雄
足
牒
の
内
侍
宣

に
よ
っ
て
�
か
ら
綿
に
換
え
ら
れ
て
い
る
。﹇
十
五
―
十
六
﹈
の
綿
の
箇
所
が
行

間
に
追
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、﹇
十
五
―
十
六
﹈
が
実
際
に
書
か
れ
た
の
が

四
月
七
日
以
前
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
、
そ
の
後
袴
の
材
質
は
細
布
に
換

え
ら
れ
た
。
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﹇
十
五
―
三
七
﹈
舎
人
等
上
日
帳
は
舎
人
等
の
閏
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
上
日

が
記
さ
れ
て
い
る
。
特
に
吉
志
廣
人
の
上
日
を
記
し
た
部
分
は
、
小
さ
な
文
字
に

な
っ
て
お
り
、
追
筆
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
隣
の
﹇
十
五
―
三
八
﹈
が

閏
四
月
の
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
月
ま
で
の
上
日
は
後
か
ら
追
記
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
﹇
十
五
﹈
写
経
所
解
移
牒
案
は
八
月
ま
で
で
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
か
ら
実
際
に
は
九
月
ま
で
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹇
山
本
二
七
五

頁
﹈。四

六
紙
目
に
あ
る
、﹇
十
五
―
四
八
﹈
月
日
欠
東
大
寺
奉
写
一
切
経
所
牒
は
後

半
部
が
欠
け
て
い
る
。
四
七
紙
目
紙
背
の
写
御
書
所
移
（
大
日
本
古
文
書
１３
―
３３５
、

宝
字
二
年
の
文
書
で
あ
ろ
う
）
も
下
欠
で
あ
る
の
で
、
四
六
・
四
七
紙
目
の
間
に

は
欠
失
が
あ
る
。
四
七
紙
目
か
ら
五
七
紙
ま
で
を
Ｃ
断
簡
と
し
た
。

﹇
十
五
―
五
四
﹈
に
は
雇
人
東
漢
乎
志
万
呂
の
功
の
注
記
が
あ
る
。「
見
且
給
功

百
五
十
文

遺
未
給
百
文

此
者
誤
注
漏
」
は
現
在
ま
で
に
と
り
あ
え
ず
一
五
〇

文
を
渡
し
て
い
て
、
残
り
の
百
文
は
ま
だ
渡
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
間
違
っ
て
帳

簿
に
記
し
漏
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

山
本
氏
は
Ｃ
断
簡
の
あ
と
中
間
欠
を
お
い
て
続
々
修
二
四
―
五
の
四
二
紙
目
・

四
一
紙
目
（
Ｄ
断
簡
・
Ｅ
断
簡
）、
そ
の
後
に
は
中
間
欠
で
続
々
修
一
八
―
六
の

五
八
紙
目
（
Ｆ
断
簡
）
が
来
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
五
八
紙
目
と
五
九
紙
目
は

現
状
で
は
接
続
し
て
い
る
が
、『
正
倉
院
古
文
書
目
録
』
で
は
分
け
て
お
り
、
別

の
断
簡
で
あ
っ
た
。
五
九
紙
目
（
Ｇ
断
簡
）
は
お
も
て
が
﹇
四
七
﹈
七
月
二
七
日

写
経
所
牒
案
で
「
不
用
」
の
注
記
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
裏
は
天
地
逆
に
な
っ

て
い
て
﹇
十
五
―
七
二
﹈
七
月
二
六
日
造
東
大
寺
司
牒
案
、﹇
十
五
―
七
三
﹈
七

月
二
七
日
ヵ
経
所
解
案
で
あ
る
。
五
九
紙
目
の
あ
と
は
ま
た
新
補
白
紙
が
挟
ま
れ

て
い
る
の
で
、
五
九
紙
目
は
単
独
の
紙
で
あ
る
。
こ
の
「
不
用
」
の
注
記
を
重
視

す
れ
ば
、
現
状
で
い
う
裏
の
ほ
う
を
解
移
牒
案
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
以
下
考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
で
﹇
十
五
―
七
三
﹈
に
関
係
し
た
文
書
が
他
に
三
通
あ
る
の
で
検
討
し
て

お
き
た
い
。「
十
五
―
六
五
﹈
七
月
二
六
日
写
経
所
牒
案
は
木
工
所
を
宛
所
と
し

て
い
る
。
仕
丁
一
二
人
の
名
前
と
上
日
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
は
「
以
前
、

応
請
来
八
月
粮
仕
丁
等
并
今
月
上
日
、
顕
注
所
送
如
件
、
故
牒
」
と
あ
り
、
日
下

に
は
他
田
水
主
の
名
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
四
人
は
抹
消
さ
れ
て
い
て
人
数
も
八
人

に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
并
経
所
粮
文
入
」
や
「
不
用
」
の
注
記
が
あ
る
。

﹇
十
五
―
六
九
﹈
七
月
二
六
日
経
所
牒
案
は
前
欠
で
あ
る
が
「
十
五
―
六
五
﹈
で

抹
消
さ
れ
た
四
人
の
名
が
あ
り
同
様
の
事
実
書
が
あ
る
。
日
下
は
小
治
田
年
足
で

あ
る
。
こ
れ
に
も
「
不
用
」
の
注
記
が
あ
る
。﹇
四
七
﹈
七
月
二
七
日
写
経
所
牒

案
は
木
工
所
を
宛
所
と
し
て
お
り
、
四
人
の
抹
消
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
と

「
并
経
所
粮
文
入
」
が
な
い
こ
と
を
除
い
て
「
十
五
―
六
五
﹈
と
同
一
で
あ
る
。

﹇
十
五
―
七
三
﹈
七
月
二
六
日
ヵ
経
所
解
案
は
お
そ
ら
く
造
東
大
寺
司
に
出
さ
れ

る
は
ず
の
も
の
で
、
仕
丁
一
二
人
の
名
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
書
の
作
成
過
程
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
仕
丁
の
粮
の
支
給
先
に

変
更
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
月
ま
で
は
仕
丁
の
粮
は
八
人
分
が
経
所
か
ら
、

四
人
分
が
木
工
所
か
ら
渡
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
草
案
と
し
て
他
田
水
主
に

よ
っ
て
解
移
牒
案
に
記
さ
れ
た
﹇
十
五
―
六
五
﹈
や
そ
れ
を
も
と
に
実
際
に
出
さ

れ
る
文
書
と
し
て
作
ら
れ
た
﹇
四
七
﹈
は
一
二
人
の
仕
丁
が
す
べ
て
木
工
所
か
ら

粮
を
も
ら
う
形
式
に
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
小
治
田
年
足
は
粮
文
を
訂
正
し
よ
う

と
﹇
十
五
―
六
五
﹈
を
訂
正
し
木
工
所
所
属
の
仕
丁
を
八
人
に
し
、﹇
十
五
―
六

九
﹈
を
作
成
し
て
仕
丁
四
人
を
写
経
所
の
所
属
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
あ
と

一
二
人
の
仕
丁
は
す
べ
て
写
経
所
の
所
属
と
な
る
こ
と
に
な
り
、
前
の
三
つ
の
文

書
は
「
不
用
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
﹇
十
五
―
七
三
﹈
が
作
ら
れ
た
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
在
裏
に
な
っ
て
い
る
方
の
文
書
が
本
来
解
移
牒
案
に
あ
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る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
Ｈ
断
簡
が
続
く
。
こ
の
解
移
牒
案
は
八
月
の
文
書
が
最
後
で
あ
る
が
、

﹇
山
本
二
七
五
・
六
頁
﹈
の
指
摘
の
通
り
、
先
述
の
﹇
十
五
―
三
七
﹈
が
九
月
ま

で
追
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
、
奈
良
時
代
当
初
は
九
月
末
の
案
文
ま
で
記
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
。

﹇
十
七
﹈﹇
三
一
﹈
は
続
々
修
二
七
―
三
に
所
在
す
る
。
装
�
手
実
が
張
り
継
が

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
続
々
修
成
巻
時
の
付
箋
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
個
別
の
文
書
で
あ
っ
た
。『
大
日
本
古
文
書
』
で
は
一
二
通
一
括
で
宝
字
四
年

の
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
宝
字
四
年
の
可
能
性
の
あ

る
手
実
だ
け
を
採
用
し
た
。

﹇
二
二
﹈
年
欠
二
月
二
六
日
安
都
雄
足
牒
は
目
録
に
記
し
た
他
に
、
も
し
仏
経

（
阿
弥
陀
仏
像
）
を
縫
う
�
を
内
裏
か
ら
支
給
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
機
織
り
・
張

縄
・
用
帳
・
敷
板
を
準
備
せ
よ
。
緑
の
�
は
も
ら
い
受
け
た
ら
仕
丁
に
持
っ
て
い

か
せ
る
、
と
あ
る
。

﹇
二
三
﹈
年
欠
二
月
二
八
日
安
都
雄
足
牒
は
目
録
に
記
し
た
他
に
、
故
あ
っ
て

仕
丁
益
万
呂
に
笠
蓑
を
西
院
に
も
っ
て
来
さ
せ
よ
。
も
し
遅
れ
た
り
急
ぎ
の
用
事

が
あ
る
な
ら
来
な
く
て
良
い
、
と
あ
る
。

﹇
三
五
﹈
年
欠
四
月
七
日
安
都
雄
足
牒
。
内
容
は
「
早
く
法
華
経
一
部
の
書
写

を
初
め
よ
。
た
だ
し
単
の
浄
衣
が
な
け
れ
ば
、
次
官
に
申
し
て
綿
の
浄
衣
を
支
給

す
る
よ
う
に
せ
よ
。
何
の
障
り
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
経
（
最
勝
王
経
・
宝
星
陀
羅

尼
経
）
を
内
裏
に
奉
請
せ
よ
。
明
日
早
く
装
�
さ
せ
よ
。」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
す
べ
て
が
内
侍
因
八
幡
中
村
の
宣
で
あ
ろ
う
。

﹇
三
六
﹈
年
欠
四
月
八
日
安
都
雄
足
牒
。
由
志
木
は
﹇
三
四
﹈
の
古
い
机
の
修

理
に
使
用
す
る
た
め
の
物
で
あ
ろ
う
。

﹇
三
七
﹈
四
月
八
日
上
馬
養
状
は
目
録
に
記
し
た
他
に
、
乾
蒭
を
送
る
、
二
部

経
（
最
勝
王
経
・
宝
星
陀
羅
尼
経
）
の
装
�
が
終
わ
っ
た
、
と
あ
る
。

﹇
四
〇
―
一
﹈
写
経
所
解
案
は
内
裏
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
像
を

画
く
作
業
と
法
華
経
一
部
の
書
写
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
使
用
し
た
物

の
用
・
残
を
記
し
た
も
の
。﹇
四
〇
―
二
﹈
四
月
二
六
日
写
経
所
解
案
は
、
坤
宮

官
か
ら
の
指
示
に
よ
っ
て
、
法
華
経
・
理
趣
経
・
金
剛
般
若
経
各
四
五
部
の
書
写

が
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
使
用
し
た
物
の
用
・
残
を
記
し
た
も
の
（
裏
書

に
「
用
度
文
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
用
度
申
請
の
文
書
で
は
な
い
の
で
単
な
る
習

書
だ
ろ
う
）。
そ
れ
に
対
し
て
﹇
三
九
﹈
写
経
所
解
案
は
、
内
裏
指
示
の
作
業
と
、

坤
宮
官
指
示
の
作
業
で
の
用
銭
を
一
つ
の
帳
簿
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
訂
正

箇
所
か
ら
考
え
て
、﹇
三
九
﹈
の
ほ
う
が
﹇
四
〇
﹈
よ
り
も
先
に
作
成
さ
れ
て
い

る
。﹇

四
四
―
一
﹈
六
月
九
日
元
興
寺
三
綱
牒
と
﹇
四
四
―
二
﹈
同
日
大
安
寺
三
綱

牒
は
『
正
倉
院
文
書
目
録
』
に
よ
れ
ば
接
続
し
て
お
り
、
奉
請
文
帳
と
し
て
継
文

に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
、﹇
四
四
―
一
﹈
の
紙
背
に
よ
れ
ば
こ
の
紙
は
六
月
一
七

日
に
写
経
所
が
大
和
国
に
称
讃
浄
土
経
十
巻
を
貸
す
と
き
の
裹
紙
に
な
っ
て
い
た

よ
う
な
の
で
、
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。

﹇
四
五
﹈
坤
宮
官
舎
人
送
進
文
は
十
日
と
あ
る
の
み
で
何
月
か
記
さ
れ
て
い
な

い
が
、
称
讃
浄
土
経
の
校
生
に
つ
い
て
の
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
六
月
の
文
書
で

あ
ろ
う
﹇
井
上
三
五
六
頁
﹈。
坤
宮
官
舎
人
長
が
坤
宮
官
舎
人
三
人
を
称
讃
浄
土

経
の
校
生
と
し
て
写
経
所
に
向
か
わ
せ
た
。
た
だ
安
都
雄
足
の
注
記
に
よ
れ
ば
、

浄
衣
を
渡
し
て
帰
す
こ
と
に
し
て
い
る
。
称
讃
浄
土
経
の
書
写
の
宣
が
六
月
七
日

で
あ
る
の
で
、
校
生
の
派
遣
は
写
経
所
に
と
っ
て
は
早
か
っ
た
ら
し
い
。「
期
」

は
「
限
」
を
重
ね
書
き
。「
但
し
、
参
る
日
を
限
れ
。
明
日
ま
た
雑
使
舎
人
二
人

（
紀
主
人
・
布
師
三
田
次
）
到
れ
ば
任
用
す
べ
し
」
と
な
る
。

﹇
四
八
﹈
奉
写
忌
日

御
斎
会
一
切
経
所
解
案
は
、﹇
山
本
二
七
八
頁
﹈
の
指
摘
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の
通
り
、
光
明
皇
太
后
七
七
斎
終
了
後
の
七
月
二
七
日
か
ら
﹇
四
九
﹈
安
都
雄
足

写
経
用
度
注
文
で
経
師
等
の
浄
衣
の
運
搬
が
指
示
さ
れ
た
八
月
一
日
の
間
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
草
案
で
あ
る
。

『
大
日
本
古
文
書
』
１５
巻
Ｐ
６５
Ｌ
２
「
端
」
脱
は
端
あ
り
。
Ｌ
４
は
「
二
校
」

に
○
。
Ｐ
６７
Ｌ
１０
「
一
百
卅
員
」
は
「
一
百
�
員
」。
Ｐ
６９
Ｌ
４
「
領
料
（
別

ヵ
）」
は
「
領
別
」

﹇
五
〇
﹈
八
月
三
日
か
ら
は
じ
ま
る
後
一
切
経
料
雑
物
納
帳
。
付
箋
が
各
紙
に

付
い
て
い
る
。
続
々
修
二
ノ
六
〈
１
〉
に
「
卅
五
ノ
廿
」。〈
２
〉
に
「
卅
五
ノ

廿
」。〈
３
〉
に
「
卅
五
ノ
二
十
」。
往
来
付
３５
号
９２２
「
三
枚
」。〈
４
〉
に
「
廿
？
」。

２９
号
６６５
「
一
枚
」。〈
５
〉
に
「
廿
九
ノ
？
」。
２９
号
６６４
「
一
枚
」。〈
６
〉
に
「
廿

九
」。〈
７
〉
に
「
？
四
帙
九
巻
」。〈
８
〉
に
３１
号
７４６
「
一
枚
」〈
１０
〉
に
「
三
」。

〈
３
〉
と
〈
４
〉
の
間
に
欠
失
の
可
能
性
が
あ
り
、
続
修
二
二
―
六
�
裏
と
続
々

修
二
―
六
〈
１０
〉
の
間
に
欠
失
が
あ
る
。﹇
山
本
二
八
一
頁
﹈
の
指
摘
の
通
り
、

損
傷
の
激
し
い
〈
１１
〉
が
こ
の
帳
簿
の
末
尾
で
あ
ろ
う
。

紙
背
に
つ
い
て
。
続
々
修
二
ノ
六
〈
１
〉
〜
〈
６
〉
空
。〈
７
〉
は
﹇
七
四
﹈、

〈
８
〉
は
﹇
六
二
―
五
﹈、
続
修
２０
�
裏
は
﹇
六
二
―
四
﹈、〈
９
〉
は
﹇
六
二
―

三
﹈、
続
修
２０
�
裏
は
﹇
六
二
―
二
﹈、
続
修
２２
�
裏
は
﹇
六
二
―
一
﹈、〈
１１
〉

〈
１０
〉
は
五
年
二
月
写
経
所
解
（
五
―
１３４
〜
１３６
）

﹇
五
〇
﹈
の
紙
背
の
請
暇
解
は
﹇
六
二
―
一
﹈
か
ら
﹇
六
二
―
五
﹈
は
休
ん
だ

あ
と
出
仕
し
た
日
順
に
左
に
張
り
継
が
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

出
仕
日
を
見
る
と
、﹇
―
一
﹈
は
十
月
二
四
日
、﹇
―
二
﹈
は
二
五
日
以
降
、﹇
―

三
﹈
は
二
八
日
以
降
、﹇
―
四
﹈
は
三
〇
日
、﹇
―
五
﹈
は
十
一
月
十
九
日
で
あ
る
。

提
出
し
た
日
順
だ
と
う
ま
く
い
か
な
い
。

﹇
四
六
﹈﹇
七
三
﹈﹇
四
三
﹈﹇
五
五
﹈﹇
六
九
﹈﹇
七
〇
﹈﹇
五
二
﹈﹇
五
三
﹈
は
、

天
平
宝
字
五
年
正
月
か
ら
始
ま
る
奉
写
一
切
経
所
解
移
牒
案
の
紙
背
に
あ
た
る
一

次
文
書
で
あ
る
。﹇
五
三
―
一
」
か
ら
﹇
―
四
﹈
は
請
暇
解
で
出
仕
し
た
日
順
に

右
か
ら
左
に
張
り
継
が
れ
て
い
る
。
九
月
一
八
・
二
一
・
二
一
夕
・
二
三
日
の
順

で
あ
る
。﹇
五
二
―
一
﹈
か
ら
﹇
―
三
﹈
も
出
仕
し
た
日
順
で
あ
ろ
う
。（﹇
五
三

―
一
﹈
と
﹇
五
二
―
三
﹈
の
裏
（
つ
ま
り
一
次
文
書
の
解
移
牒
案
）
は
中
間
欠
で

接
続
し
て
い
な
い
。）
出
仕
し
た
日
順
に
は
り
つ
い
だ
可
能
性
も
あ
る
。

﹇
六
八
﹈
一
二
月
四
日
食
法
文
並
雑
物
充
文
の
文
書
作
成
者
に
つ
い
て
は
﹇
稲

田
﹈
の
見
解
に
従
い
、
嶋
政
所
（
装
束
忌
日
御
斎
会
司
）
と
考
え
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
天
平
宝
字
三
・
四
年
に
お
け
る
写
経
機
関
関
係
文
書
を
見
て
き
た
。

『
大
日
本
古
文
書
』
で
当
該
年
度
に
収
め
ら
れ
て
い
て
も
、
当
該
年
度
の
も
の
で

は
な
い
と
判
断
し
た
文
書
、
ま
た
、
宝
字
三
・
四
年
の
文
書
で
あ
っ
て
も
写
経
機

関
の
も
の
で
な
い
文
書
は
、
目
録
に
い
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、﹇
十
五
﹈
写
経
所

解
移
牒
案
の
中
に
は
、
写
経
所
文
書
の
控
え
だ
け
で
な
く
、
東
塔
所
の
文
書
の
控

え
も
入
っ
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
役
所
の
み
で
文
書
集
合
が
完
結
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
造
東
大
寺
司
主
典
安
都
雄
足
や
案
主
の
業
務
が
関
わ
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

ま
た
、﹇
十
五
﹈
の
検
討
に
よ
っ
て
、
浄
衣
の
材
質
や
仕
丁
の
粮
の
出
所
に
つ

い
て
、
変
更
の
過
程
を
具
体
的
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
文
書
集
合

は
、
他
官
司
で
も
作
成
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
古
代
国
家
に
お
け
る
官
司
の

通
常
業
務
を
推
定
す
る
上
で
、
大
変
重
要
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

参
考
文
献

飯
田
剛
彦
「
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
『
正
倉
院
御
物
目
録

十
二
（
未
修
古
文
書
目
録
）』
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（
一
）
〜
（
三
）『
正
倉
院
紀
要
』
二
三
〜
二
五
、
二
〇
〇
一
〜
三

石
上
英
一
「
集
合
文
書
と
文
書
集
合
」
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
研
究
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
八

稲
田
奈
津
子
「
奈
良
時
代
の
忌
日
法
会
―
光
明
皇
太
后
の
装
束
忌
日
御
斎
会
司
を
中
心
に

―
」
西
洋
子
さ
ん
還
暦
記
念
論
集
刊
行
会
『
洋
洋
福
壽
―
正
倉
院
文
書
の
部
屋
―
』

二
〇
〇
四

井
上
薫
『
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六

黒
田
洋
子
「
正
倉
院
文
書
の
一
研
究
―
天
平
宝
字
年
間
の
表
裏
関
係
か
ら
見
た
伝
来
の
契

機
―
」『
お
茶
の
水
史
学
』
三
六
、
一
九
九
二

栄
原
永
遠
男
ａ
「
光
明
皇
太
后
没
前
の
写
経
事
業
群
」『
奈
良
時
代
写
経
史
研
究
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
三

栄
原
永
遠
男
ｂ
「
写
御
書
所
と
奉
写
御
執
経
所
」『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
塙
書
房
、

二
〇
〇
〇
。
初
出
一
九
九
六

栄
原
永
遠
男
ｃ
「
図
書
寮
一
切
経
の
変
遷
」『
奈
良
時
代
の
写
経
と
内
裏
』
塙
書
房
、
二
〇

〇
〇
。
初
出
一
九
九
六

玉
井
力
「
奈
良
時
代
の
請
奏
」『
平
安
時
代
の
貴
族
と
天
皇
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇

早
川
庄
八
『
宣
旨
試
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇

福
山
敏
男
「
奈
良
朝
に
於
け
る
写
経
所
に
関
す
る
研
究
」『
寺
院
建
築
の
研
究
』
中
、
中
央

公
論
美
術
出
版
、
一
九
八
二
。
初
出
一
九
三
二

宮
�
健
司
「
光
明
子
七
七
日
写
経
を
め
ぐ
る
一
、
二
の
問
題
」『
大
谷
学
報
』
七
五
―
四
、

一
九
九
六

山
口
英
男
「
正
倉
院
文
書
の
継
文
に
つ
い
て
」
石
上
英
一
・
加
藤
友
康
・
山
口
英
男
編

『
古
代
文
書
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九

山
下
有
美
『
正
倉
院
文
書
と
写
経
所
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

山
本
幸
男
「
天
平
宝
字
四
年
〜
五
年
の
一
切
経
書
写
」『
写
経
所
文
書
の
基
礎
的
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
。
初
出
一
九
八
八
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天平宝字四年（七六〇）写経年表

一切経・称讃浄土経 間写経

正・７ 金剛般若経八〇〇巻の綺を申請（太保去年一二月

三〇日宣）［２］

正・１１ 一三五部経書写宣（大師・坤宮大疏宣）［１５－３］

［２１］

正・１５ 一三五部経用度申請［３］

正・２６ 一三五部経紙充開始［９］

２・１０ 一切経料紙などが太師（恵美押勝）

宣によって写経所に送られる［１２］

２・１６ 一切経目録を法華寺西南角に持って

くるよう経所に指示［１４］

２・１９ 一切経三四三三巻の用度申請［１５－

１］

２・２１ 法華経四五部の校正始まる［２０］

３・９ 最勝王経・宝星陀羅尼経各一部を書写の宣（内侍

印八幡中村）［１５－９］

３・１０ 阿弥陀仏像一鋪を内裏に奉請［１５－８］

３・１３ 皇太后不予（続日本紀）

３・１４ 最勝王経・宝星陀羅尼経書写の布施申請［１５－

９］［２７］

３・２０ 一三五部経の布施申請［１５－１１］

３・２２ 御斎会

仁王経六七部を嶋院に奉請［１５－

１２］

４・１ 因八幡内侍宣により法華経一部八巻の書写が命令

［１５－１６］［３２］［３３］

４・３ 一三五部経を僧万福に読経させる［１５－２１］

４・５ 法華経一部、最勝王経・宝星陀羅尼経各一部の紙

を返上［１５－１７］

４・５

か６

一三五部経の綺・軸が求められる［１５－１８］

４・８ 明日にも法華経一部を始めるとの報告［３７］

４ころ 阿弥陀仏・法華経一部の作業を終える［４０－１］

４・１０ 最勝王経・宝星陀羅尼経各一部を内裏に奉請［１５

－２０］

４・１５ 一切経を書写せよとの太師（仲麻

呂）の宣［１５－３４］［１５－５８］

４・２６ 一三五部経の書写ほぼ終える［４０－２］

法華経一部の布施申請［１５－２４］

４・２９ 一切経書写のための宿所など建設の

ための請銭［１５－２５］
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一切経・称讃浄土経 間写経

�・１ 灌頂経・梵網経各一部の書写の宣（内侍印八幡中

村宣）［１５－２６］

�・２ 灌頂経・梵網経各一部の用度申請［１５－２６］

［４１］

�・５ 一切経書写のための大炊・厨・温屋

などの建設のための請銭［１５－２８］

�・９ 法華経一部を内裏に奉請［１５－２９］

�・２１ 一切経書写開始（大日本古文書４－

４９３）

�・２３ 宮中で大般若経転読（続日本紀）

�・２７ 灌頂経・梵網経各一部の完成［１５－３６］

�・２８ 皇太后の体調悪く、五大寺に薬・蜜

を施す（続日本紀）

５・１８ 京内大寺で誦経（続日本紀）

６・７ 光明皇太后死去（続日本紀）

称讃浄土経一八〇〇巻巻別一〇張書

写の宣［１５－５７］

一切経書写の事実上の打ち切り

６・９ 称讃浄土経を各寺へ奉請願い［４４］

６・２４ 阿弥陀浄土一鋪六幅を内裏に奉請

［１５－４７］

６・２４

か

宝星陀羅尼経を興福寺西院に返却［１５－４８］

６・２７ 称讃浄土経二〇巻を興福寺に奉請

［１５－５１］

７・１１ 称讃浄土経書写の布施申請［１５－

５７］

７・１２ 七七斎に使う経軸を作るため轆轤工

を申請［１５－５６］

７・１４ 一切経七六〇巻書写の布施申請［１５

－５８］

称讃浄土経用紙を再び申請［１５－

５９］

７・１６ 経師等の厨・湯屋を作るため、板屋

（長一五間・広四間）を申請［１５－

６２］

７・２６ 太后の七七斎を東大寺や京師諸小寺で行う。天下諸国は国ごとに阿弥陀浄土画像の制作

を命令。国内見僧尼を数えて称讃浄土経を書写させ、国分金光明寺で礼拝供養させる。

（続日本紀）

７・２７

～３０

奉写忌日御斎会一切経五二七一巻の

用度申請［４８］
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一切経・称讃浄土経 間写経

８・１ 一切経の所用雑物（閏四月九日から

七月三〇日）の報告［１５－７５］

８・２ 経所が雑物を返上［１５－７７］

８・３ 後一切経料雑物収納帳が始まる

［５０］

９・２７ 奉写一切経所が経師を召す［５５］ 随求陀羅尼経・大仏頂陀羅尼経各一〇巻書写の宣

［５８］［６１］

９・２９ 二二巻の経典の奉請を願う［５７］

１０・２ 大仏尊勝陀羅尼経を借りる［５７］

１０・３ 大仏頂首楞厳経陀羅尼・随求即得陀羅尼経一〇巻

各十部の用度申請［５８］

１０・１９ 随求陀羅尼経・大仏頂陀羅尼経各一〇部の布施申

請［６１］

１２・３ 称讃浄土経三巻を薬師寺に返却

［６７］

五年

正・２５ 一切経五三七二巻の布施申請（４－４９３）

２・１３ 一切経五二五八巻の布施申請（１５－１１）

３・２２ 一切経に一〇七巻の経論を加える（４－４９９）

４・２４ 一切経五三三〇巻を東大寺から法華寺嶋院に搬入するのに必要な韓櫃や人夫を申請（１５

－５２）

６・７ 皇太后周忌斎を忌斎のために造られた阿弥陀浄土院で行う。院は法華寺内の西南隅にあ

る。各国国分尼寺で阿弥陀丈六像一躯、挾持菩薩像二躯を造らせた。（続日本紀）
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大日本古文書 文書の所在 次 備考 他の利用
他利用の大
日本古文書

１４－３０４

４－４０７

１４－２８４・５

２５－２５６～２５９

１４－３０４～７

４－３９９

１４－２８７

１４－３０１～３０２

１４－２９２～３００

１４－３０２～３０４

１４－２７９

１４－２８１

zk５〈１〉～

〈６〉

zz１８－６〈４〉

裏

小川広巳氏所蔵

（『拾遺』６９）

zz３７－９〈２９〉

zz１８－６〈４〉

裏

zz４３－２２〈２５〉

z４１�

zz１８－６〈２〉

裏

zz４３－９〈１〉

裏

zz１８－６〈３〉

裏

zz４３－９〈１〉

s４４�

１

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

〈６〉に「家家家主」の習書

（未収）

付箋「廿一」「卅一ノ四」。３１

号７４８「一 枚」。P３０６L６「一

百廿麻紙 六百張斐」

L６「二百七十六文」

付箋「廿八ノ十二」。２８号６２６

「一枚」

後欠。二六日の菁は「四斗」

「３］の 草 案。下 欠。付 箋

「十五ノ八」。１５号２４２「一枚」

痛み激しい

［１５－４］宝 字４・２写

経所解移牒案

空

［５８］天平宝字４．１０．３

東寺写経所解案

空

［６］天平宝字４．１．２１

～４．１．２８銭用帳

空

［４］天平宝字４．１．１５

東寺写経所解案

［１５－５・６・７］宝 字

４・２写経所解移牒案

空

空

［１５－３・４］

１４－３０２～

３０４

１４－３０１～

３０２

１４－３４９～

３５８

１４－３６６・７

１４－３６７

１４－３６７－８

２５－２６２ z４８� １ 公文断簡（正税帳か出挙

帳）

２５－２６３

１４－３０７

１４－３０８

zz４３－２２〈３０〉

zz１－６� １

１ 裏に切封「封」。付箋「四十

三ノ七」。４３号１１１３「一枚」。

早川庄八『宣旨試論』一三五

頁参照。端裏「送東寺安刀佐

官所」２８号６１５「一枚」

空

空

４－４０８ z４６� １ 空
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目 録

番号１ 番号２ 年月日 文書名 写経事業 文書の機能・内容 作成・発信→受信

９

２

４

１

６

３

２

１

８

７

５

１ ２

１

正・２６～

３・２１

宝字３・

４・２９

正・２３～

３・１３

正・２２

正・４

宝字３・

７・１０

正・７

正・１５

正・１５頃

宝字３・

１０・２４

正・１９

正・２１～

正・２８

東寺写経所解案

（用度文）

東寺写経所解案

（用度文）

東寺写経所牒案

鴨部蓑麻呂解

池原禾守啓

銭用帳

上馬養雑紙注文

写経所注文案

写経所充紙帳

用紙下充帳

秦馬甘米検収文

造東大寺司写経所

移案

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

金剛般若経

金剛般若経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

下銭の記録

欠があれば上毛野名形麻

呂を校生に採用してほし

い

紙数の報告

木沓・菲の購入と使用し

た銭の報告

宝字二年の書生らの上日

と行事報告

綺の請求

用度物の申請

充紙の記録

紙の下充の記録

用度物の申請

米の検収の報告

金剛般若経一二〇〇巻に

付ける綺の量とそれを買

うため銭所から借用を請

求を報告

馬甘→写経所

東寺写経所（→嶋

院）

蓑麻呂→写経所

写 経 所（→文 部

省）

写経所

写経所（→造東大

寺司）

写経所

池原禾守→写経所

写経所（→造東大

寺司）

上馬養→写経所

写経所（→造東大

寺司）

写経所

１０ 年欠・正

・２７

秦太草啓 法華経・金

剛般若経・

理趣経

浄衣料と筆を買うための

銭の請求

太草→秦嶋足并諸

尊座下

１１

１２

２・８

２・１０

子マ連牛養蒭進上

文

坤宮大疏奉書 一切経 一切経料の雑物を雄足の

もとへ送付

蒭の進上 牛養→写経所？

高丘比良麻呂 →

安都雄足

１３ ２・１４ 巾引諸直啓 請仮解 巾引諸直→（秦）

稲持尊者
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１４－３６７

１４－３０９

１４－３６８

１４－３６６

１４－３６８

１４－３６５～３６６

１４－３６６～３６７

１４－３６５～４１４、
３６２～３、３６１
～２、４１４～４１６、
４－４２９、４－
４２８、２５－２７０、
１４－４１７～４１９

１４－３６７

４－４０８

zz１８－６〈４〉

zz１８－６〈４〉

z４６�

zz１８－６〈２〉

zz１８－６〈４〉

zz１８－６〈２〉

zz１８－６・（zz

２４－５）

zz１８－６〈２〉

～〈３〉

zz１８－６〈１〉

zz１６－４〈１６〉

１

２

２

１

２

２

２

２

２

１

余白１３センチ

L５「卅九」は「廾九」

数値訂正あり・ゆったり紙を

使 用・注 記 あ り・P３６５L１１

「九千」は抹消せずP３６６L４

「墨二百」

端裏に切り封あり。付箋「四

十三」。４３号１１２２「一枚」

L１２「以解」なし

余白８センチ

右軸。宝字二年雑物帳案の裏

を使用し、追い込みで記入

〈４〉宝 字３・４・２９写

経所請文案

空

主に宝字二年雑文帳。以

下参照（天平宝字２．９．

１０～４．１．７）

〈３〉宝 字３・１０・２４上

馬養雑紙注文

〈４〉宝 字３・７・１０造

東大寺司写経所移案

[２］〈２〉宝 字４・１・

７東寺写経所牒案

空

空

１４－２８４・５

１４－２８１

１４－２７９・

８０

１４－２８７

１４－３６９ zz１８－６〈５〉

〈６〉

２ 〈５〉宝 字２・１２・２５経

所見物注文 〈６〉宝字

２・１１・２９安都雄足牒

１４－２７５、

１４－２６７

１４－３７２

１４－３７２～３７４

１４－３７４～３７５

１４－３６９～３７２

１４－３７４

zz１８〈６〉～

〈８〉

zz１８－６〈１１〉

zz１８－６〈１１〉

〈１２〉

zz１８－６〈９〉

〈１０〉

zz１８－６〈８〉

〈９〉

２

２

２

２

２

［２７］と同内容。「仏頂尊勝陀

羅尼経一巻」は抹消。

L６「所写」は「可写」

「告」「造」の習書。P３７２L１０

「律」は な し。P３７３L６「二

丈」は「三丈」

L１０「経表紙」の前「并四百

五十巻」が抜けている

〈７〉宝 字２・１１・２９写

書所解案〈８〉宝字２・

１１・２５秦馬養収納米検納

文

〈１２〉宝 字２・１１・２０広

田広浜解

〈１１〉宝 字２・１１・２１雑

紙検納文

〈１０〉宝 字２・１１・２２嶋

院勘経所牒

〈９〉宝 字２・１１・２５写

経所解案

１４－２６０

１４－２６６

１４－２６５

１４－２６７・８、

１４－２６５・６

１４－２６０・１
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１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１３

１４

１５B

１５A

１５

２

３

１

７

４

６

５

天平宝字

４・

２．１９以

前～９・

中旬

？

２月

２月カ

２・２５

２・１９

２・２９

２・１４

２．１６

２・２９

造東大寺司移案

造東大寺司文書案

東寺奉写経所解案

造東大寺司移案

安都雄足牒

東寺写経所返抄案

一切経調度文案

写経所解移牒案

経所解案

巾引諸直啓

法華経・金

剛般若経・

理趣経

阿弥陀仏像

法華経・金

剛般若経・

理趣経

一切経

一切経

？

一切経

一切経

上日報告

？

一切経目録を法華寺西南

角へ持ってくるよう指示

用度物の申請

写経要員の申請

画�と銭の返抄

文書集合第二類型

請仮解

写経用員の申請

上日報告

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→内裏）

造東大寺司（→左

大舎人寮）

巾引諸直→（秦）

稲持尊者

安都雄足→写経所

案主上馬養

造東大寺司（→散

位寮）

写経所

写経所（→造東大

寺司

写 経 所（→坤 宮

官）

１５B ８ ３・１０ 東寺奉写経所請案

・奉請文案

阿弥陀仏像 内裏に銭を請う。作成し

た阿弥陀仏像一鋪を内裏

に進上

写経所（→内裏）

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１０

１３

１１

９

１２

３・１４

３・１７

３・２０

３・２

３・２

造東大寺司牒案

（奉請文）

東寺奉写経所解案

写経所解案

（布施文）

写経所解案

造東寺司請案

（布施文）

御斎会

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

最勝王経・

宝星陀羅尼

経

最勝王経・

宝星陀羅尼

経

経師らの菜を買うために

銭を申請

布施申請

仁王経六七部を嶋院に貸

す

表紙料の竹の申請

浄衣・布施申請 写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→嶋

院）

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→坤

宮官）

15



１４－３８１

１４－３７７～３７９

１４－３８０～３８１

１４－３７５

１４－３７９～３８０

１４－３７５～３７６

zz１８－６〈１８〉

zz１８－６〈１５〉

～〈１７〉

zz１８－６〈１８〉

zz１８－６〈１３〉

〈１４〉

zz１８－６〈１７〉

〈１８〉

zz１８－６〈１２〉

〈１３〉

２

２

２

２

２

２

P３７８L６「条」は「三条」

〈１５・１４〉宝 字２・１１・

１５造東大寺司注文案

〈１８・７・６〉宝 字２・

１１・１４東寺写経所解案

〈１３〉宝 字２・１１・２０勘

受物注文

１４－２５９

１４－２５７

１４－２４８～

２５２

１４－３８２ zz１８－６〈１９〉 ２ 〈１９〉宝 字２・１１・１４東

寺写経所解案

１４－２４６

１４－３８５～３８６

１４－３８３～３８４

１４－３８６

１４－３８７～３８９

１４－３８２

１４－３８３

zz１８－６〈１９〉

zz１８－６〈２０〉

zz１８－６〈２５〉

zz１８－６〈２６〉

〈２７〉〈２８〉

zz１８－６〈２０〉

〈２１〉

zz１８－６〈２２〉

〈２３〉〈２４〉

２

２

２

２

２

１

「用称讃経軸継料」の六月以

降の追記あり

余白８センチ

P３８６L１「祢」が２４紙目に渡

っている。安部雄足は西花苑

にいる

４．１０頃作成か。余白あり

〈２１〉宝 字２・１１・１０写

経所見物注文

〈２２〉宝 字２・１１・１０奉

写 先 経 料 銭 散 注 文 案

〈２３〉年月日欠経所見物

文案

〈２５〉［４１］宝字４・閏４

・２写経所解案

〈２０〉宝 字２・１１・１４写

経所解案

〈２６〉宝 字２・１１・１８写

経所解案〈２８〉〈２７〉宝

字２・１１・１０写経所符、

写経所解

１４－２５８、

２４０、１

１４－２４４・５

１４－２４１・２、

１４－１９９・

２００

１４－２４７・８

１４－４１９・

２０

１４－３９０

１４－３８９～３９０

１４－３８９ zz１８－６〈２８〉

〈２９〉

zz１８－６〈２９〉

〈３０〉

zz１８－６〈３０〉

２

２

２ 〈２９〉年月日欠写経所注

文

〈３０〉宝 字２・１１・２東

寺写経所移案

１４－２２０

１４－２２５

１４－３９０～３９１ zz１８－６〈３０〉

〈３１〉

２ 〈３１〉宝 字２・１１・１香

山薬師寺三綱牒

１４－２１７・８
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１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１９

１４

１５

１６

１７

１８

４・５

４・５

４月？

４・６

３月？

３・２５

写経所解案

（用度文）

東寺写経所請案

東寺写経所解案

写経所解案

造東寺司用紙注文

案

写経所見物文案

法華経・金

剛般若経・

理趣経

一切経

法華経一部

法華経・金

剛般若経・

理趣経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

紙の用・残の報告

浄衣等の申請

用いた紙・返上する紙の

報告

綺・軸を買うために銭を

申請

舎人の上日報告

写経所の見物を書き留め

たもの

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→坤

宮官）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写経所

写 経 所（→坤 宮

官）

１５B ２０ ４・１０ 造東大寺司奉請文

案

最勝王経・

宝星陀羅尼

経

内裏に経を持っていく 写経所（→内裏）

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

２２

２１

２３

２６

２４

２５

４・３

４・２９

４・１６

閏４・２

４・２６

４・１５

写経所解案

（用度文）

東塔所解案

経所解案

（布施文）

写経所見物文案

造東大寺司奉請文

案

東寺奉写経所解案 一切経

法華経一部

法華経・金

剛般若経・

理趣経

一切経

灌頂経・梵

網経

東塔所・写経所・厨の見

物を書き留めたもの

一切経経師の宿所・食宿

所の板壁の泥葺料のため

に銭を申請

布施申請

舎人の上日報告

用度物の申請

万福師所に読経のため一

三五部経を持っていく

写経所（→造東大

寺司）

東塔所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→万福師

所）

写経所（→造東大

寺司）

写経所

１５B

１５B

１５B

２７

２９

２８

閏４・２

閏４・５

閏４・９

東塔所解案

写経所請案

造東大寺司奉請文

案

法華経・灌

頂経・梵網

経

一切経

法華経 内裏へ法華経をもってい

く

経師の大炊屋・厨・温屋

の泥葺料のための請銭

内裏から綺・表紙を受け

たことの報告

写経所（→内裏）

東塔所（→造東大

寺司）

写 経 所（→内 裏

？）

１５B ３０ 閏４・１２ 東塔所解案 一切経 宿所の歩板や車賃のため

の請銭

東塔所（→造東大

寺司）
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１４－３９１

１４－３９２～３９３

１４－３９１～３９２

zz１８－６〈３１〉

〈３２〉

zz１８－６〈３１〉

zz１８－６〈３１〉

２

２

２

L１１「捌」も抹消

〈３２〉宝 字２・１１・２～

３写経所移案三通

１４－２２１～

３

１４－３９３ zz１８－６〈３２〉 ２

１４－３９３

１４－３９５

１４－３９９～４００

１４－３９６

１４－４０３～４０４

１４－３９９

１４－３９６～３９７

１４－３９７～３９８

１４－３９４～３９５

１４－３９４

１４－３９９

１４－３９５～３９６

１４－４０２～４０３

１４－４０３

１４－４０３

zz１８－６〈４７〉

〈４８〉

zz１８－６〈４６〉

zz１８－６〈３２〉

〈３３〉

zz１８－６〈３６〉

zz１８－６〈３５〉

〈３６〉

zz１８－６〈３６〉

～〈３７〉

zz１８－６〈３４〉

〈３５〉

zz１８－６〈３８〉

〈３９〉

zz１８－６〈３９〉

zz１８－６〈３５〉

zz１８－６〈３８〉

zz１８－６〈４６〉

zz１８－６〈４５〉

zz１８－６〈３３〉

〈３４〉

zz１８－６〈３２〉

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

３

２

２

〈４１〉で書きかけてやめてい

る

内裏への使者が舎人葛木某

下欠

前文書との間に欠あり

写経所解移牒案でもっとも新

しい日付。九月まで追筆

抹消・不使用

雇人は紙打し、経師らに膳を

運ぶ

〈４１〉裏に付箋

［１５－４３］を書き直したもの

〈３６〉宝 字２・１０・２８写

書所解案

〈３４〉宝 字２・１０・２７東

大寺写経所牒案

〈３９〉宝 字２・１０・２５散

位寮牒

〈３７〉宝 字２・１０・２５東

大寺写経所解案

〈４７〉年月日欠写御書所

移

〈４５・４４〉宝 字２・１０・

１０造東大寺司移案

〈３３〉宝 字２・１１・１写

経所解案

〈３５〉宝 字２・１０・２６散

位寮牒

〈３８〉宝 字２・１０・２６造

東大寺司移案

〈４６〉宝 字２・１０・８堂

官検受文

４－３４３・４

１４－２１２

１４－２０８

１４－２１１

１３－３３５

４－３４３

１４－２１２・３

１４－２１０・１

１４－３１３・４

１４－２０８・９

１４－４０４ zz１８－６〈４８〉 ２ 〈４８〉宝 字２・１０・６川

内祖足啓

４－３４０・１

１４－４０４～４０５

１４－４０５～４０６

zz１８－６〈４８〉

zz１８－６〈４９〉

２

２ 〈４９〉宝 字２・１０・５東

寺写経所解案

４－３４０
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１５B

１５B

１５B

３３

３２

３１

閏４・２５

閏４・２３

閏４・１３

写書所解案

経所解案

写書所解案

一切経

一切経

一切経

仕丁の上日などの報告

温船をつくるための釘の

請求

温室築造のための材木の

請求

写書所（→造東大

寺司）

写書所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

１５B ３４ 閏４・２６ 東寺写経所移案 一切経 写経用員の申請 写経所（→左舎人

寮）

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

１５C

１５B

１５B

１５B

１５B

１５B

４８

４５

４９

４２

４７

４４

４６

４３

３７

３６

４０

４１

３５

３９

３８

５・２９

６・１１

閏４・２７

６・１７？

６・２５

６月

閏４・２６

５・１４

５・２５

６・１７

閏４～９

６・２４

６・１９

閏４・２９

６・１７

東寺奉写一切経所

解案

写書所解案

東寺奉写経所解案

造東大寺司移案

東寺写経所移案

東寺奉写経所解案

経所解案

東大寺奉写経所牒

案

東寺写経所移案

造東大寺司奉請文

案

奉造経仏像所解案

造東大寺司奉請文

案

奉写称讃経所解案

東大寺奉写一切経

所牒案

舎人等上日帳

称讃浄土経

一切経

阿弥陀浄土

像

一切経

一切経

一切経

一切経

阿弥陀浄土

像

称讃浄土経

灌頂経・梵

網経

一切経

宝星陀羅尼

経

一切経

一切経

一切経

舎人の請求

舎人の請求

阿弥陀浄土像一鋪（六

幅）を内裏に奉請

布の請求

上日を書き留めたもの

六月分の粮のための仕丁

の上日の報告

興福寺西院に宝星陀羅尼

経の返上

経師らの使う器の請求

舎人の上日の報告

所司史生の名簿

写経用員の申請

写経所から大和国写経所

に経を送る

雇人の功銭の請求

経を内裏に持っていく

舎人の五月上日の報告

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→内裏）

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→内

裏）

奉写一切経所（→

興福寺西院）

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→中

宮職）

奉造経仏像所（→

造東大寺司）

写経所

写経所（→造東大

寺司

写経所（→右舎人

寮）

写経所（→大和国

写経所）

写経所（→造東大

寺司）

奉写称讃経所（→

造東大寺司）

写 経 所（→文 部

省）

１５C ５０ ６・２５ 経所解案 一切経 七月粮を支給するため仕

丁の上日を報告

写経所（→造東大

寺司）

１５C

１５C ５２

５１

６・２９

６・２７ 東寺司牒案

東寺写経所解案 一切経

称讃浄土経

上日の報告

興福寺に借りる

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→興

福寺三綱政所）

19



１４－４０９～４１０

１４－４１１

１４－４１０～４１１

１４－４１２

１４－４１３

１４－４１３

１４－４０８～４０９

１４－４０８

１４－４１１～４１２

１４－４０７

１４－４１２

１４－４０６

zz１８－６〈５５〉

〈５６〉

zz１８－６〈５５〉

zz１８－６〈５４〉

〈５５〉

zz１８－６〈５０〉

zz１８－６〈５１〉

zz１８－６〈５２〉

zz１８－６〈５１〉

〈５２〉

zz１８－６〈５３〉

zz１８－６〈５４〉

zz１８－６〈５０〉

zz１８－６〈５４〉

zz１８－６〈５４〉

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

抹消・不使用→［１５－６１］

［１５－６０］参照

L１０「木」の部分は抹消して

いるだろう

L６「見且給功」

余白１０センチ

P４０９L４「巻別十張」はなし

L６「節部省」

〈５４〉宝 字２・９・２７僧

綱牒、宝字２・９・２８東

寺写経所解案

〈５５〉宝 字２・９・２７写

経所解案

〈５３〉宝 字２・９・２８造

東大寺司解案

〈５１〉宝 字２・９・２９写

経所解案、２・１０・１写

経所解案

〈５２〉宝 字２・９・２８造

東大寺司移案、年月日欠

造東大寺司移案

〈５６〉宝 字２・９・２３写

経所解案

〈５０〉宝 字２・９・３０写

経所解案

４－３２６

４－３２０

４－３２０・１

４－３２３

１４－１７８・９

４－３２５，

４－３３７・８

１４－１８０・１

１４－４１３～４１４ zz１８－６〈５６〉

〈５７〉

２ ［１５－５３］と同じメンバー。

四人分抹消。「不用」の追記。

付箋「一」「芥ノ十五」

〈５７〉宝 字２・９・２３写

経所解案

４－３１９・

２０

１４－４１４～４１５

１４－３６２

１４－４１５

１４－３６１～３６２ zz２４－５〈４２〉

zz１８－６〈５８〉

zz２４－５〈４２〉

zz１８－６〈５８〉

２

２

２

２

「不用」の追記 〈５８〉宝 字２・９・２２写

経所牒案

宝字２ヵ・９写経所移案

１４－１７３・４

１４－１８２

１４－４１５～４１６ zz１８－６〈５８〉 ２

４－４２９ zz１８－６〈５９〉

裏

１ 「郷長・工□□私マ魚麻呂・

郡鎰取」か。

〈４７〉天平宝字４．７．２７

写経所牒案

１４－４１６～

４１７

１４－３６２～３６３ zz２４－５〈４１〉 ２ 宝字２写経所解案 １４－１７７
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１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

１５C

５８

５４

５７

６１

５５

６４

５９

５６

５３

６３

６０

６２

７・１２

７・２５

７・１４

７・３

７・２０？

７・２０

６・２５

７・１６

７・１１

７・１１

７・１４

７・２０

東寺写称讃浄土経

所請案

造東大寺司牒案

東寺写経所解案

（布施文）

東寺写経所解案

（布施文）

東寺写経所移案

東寺写経所注文案

東寺奉写経所解案

経所解案

経所牒案

東寺写経所返上・

検納文案

経所解案

写経所解案

称讃浄土経

一切経

称讃浄土経

一切経

一切経

称讃浄土経

七七斎

布の返上

厨・湯屋を作るために板

屋をつくることを請求

内史局（図書寮）からの

紙の支給がとまったので

紙の請求

六月分の雇人の功銭の請

求 東漢乎志万呂の未給

分に関する覚書を含む

上日の報告

史生を仁部省に帰したこ

との報告

湯屋の垂木を結ぶための

墨葛の請求

木工所の仕丁の上日の報

告

布施申請

布施申請

轆轤工の請求

竹帙の返上・錦帙の検納

の報告

写経所（→造東大

寺司）

造東大寺司（→造

法 華 寺 司（木 工

寮））

写経所（→造東大

寺司）

写称讃浄土経所

（→造東大寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

写 経 所（→木 工

所）

写経所（→造東大

寺司）

写 経 所（→仁 部

省）

写経所（→造東大

寺司）

１５C ６５ ７・２６ 写経所牒案 ８月の粮を得るために仕

丁の上日の報告

写 経 所（→木 工

所）

１５F

１５D

１５D

１５F

６６

６７

６９

７０ ７・２９

７．２８

７・２６

７月

経所牒案

（写経所解案）

経所解案

経所牒案

上日の報告

上日の報告

八月の粮を得るために仕

丁の上日の報告

上日の報告

写 経 所（→造 物

所）

写 経 所（→造 物

所）

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

１５F ７１ ７・２９ 経所解案 優婆夷の上日の報告 写経所（→造東大

寺司）

１５G ７２ ７・２７？ 造東大寺司牒案 石工が郷長らに不法に差

発されたことを訴える

造東大寺司（→古

市郡司）

１５E ６８ ７月？ 写書所解案 上日の報告 写書所（→造東大

寺司）
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１４－４１８

２５－２７０・１４

－４１７

２５－２６５

１４－４１９

４－４２８

１４－４１７～４１８

zz４２－５〈１８〉

zz１８－６〈６１〉

zz１８－６〈６１〉

zz１８－６〈５９〉

裏

zz１８－６〈６０〉

〈６１〉

? + zz１８－ ６

〈６０〉

２

２

２

１

２

２

以下欠

小治田年足は写経所案主

L５「稲人」L６「宇治マ羊」

L８「紀 部」「宮 身」１０「廿

七日」か

〈４７〉天平宝字４．７．２７

写経所牒案

〈６０〉宝 字２・９・１０香

山薬師寺三綱牒

〈６１〉宝 字２・９・１０山

階寺三綱牒

空

４－３１３・４

１４－４１６～

４１７

４－３１２・３

１４－３１０・１ zz２７－３〈２５〉 １ 付箋「廿一」「廿七ノ？」。２７

号５２４「一枚」

空

１４－２８７～２９２

１４－３２６・７

１４－３１９～３２１

１５－３１３・４

１４－３２５・６

４－４１１～４１２

１４－３２６

１４－４２０

１４－３２４・５

１４－３２１～３２４

zz４３－２２〈２６〉

zz１６－７〈２４〉

zz２８－１８

zz４６－４〈８〉

zz４６－４〈９〉

z２２�

zz５－１３

zz４２－１〈９〉

zz４３－２２〈１４〉

zz５－１４

１

１

１

１

１

１

１

１

１ 付箋「卅五ノ六」。４５号１１６０

「一枚」

付箋「十」

四十五部のうち、六部分欠失

１６号２８９「一枚」。付箋「十六

帙十」

端裏切封あり。付箋「卅二ノ

八」３２号８２５「一枚」

下欠。［１５－９］参照。付箋

「六」「廿一帙三巻」。２１号４２０

「一枚」

金剛般若経・理趣経の充本部

分は追記、P２９１L９「卅部」

は「�部」

端裏切封あり。付箋「卅二ノ

八」。３２号８３０「片紙」

空

空

空

空

空

空

空

空

空

空

４－３１３・４

１４－３２７・８ zz４４－１０〈１２〉

zz４４－１０〈１１〉

１

１

数値は［２８］と同一

付箋「十一」「廿六ノ五」。２６

号５１５「一枚」。栄原a２２０頁

年欠３・１１安刀預参状

空

２５－２４１
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１６

１５G

１５H

１５H

１５H

１５H

７７

７６

７４

７３

７５

年欠２・

２０

８月？

８・２

７・２７か

７・

８・１

経所解案

造東大寺司解案

東寺写一切経所解

案

安都雄足牒

東寺写経所解案

写経所解案

一切経

法華経一部

・梵網経一

部・阿弥経

一巻

雑物の勘注の報告

一年間の考中行事を人ご

とに報告

八月の粮を得るため仕丁

の上日の報告

用度文を早く作成するよ

う経所の案主に指示

雑物の返上

雇人の功銭の請求 写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

安都雄足→写経所

造東大寺司（→太

政官

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

１７ ２・２０ 王馬養手実 作紙の報告 王馬養→写経所

２３

２５

２２

２７

２４

２０

１８

２６

１９

２１

２・２１

年欠・２

・２６

２・２１～

３・１８

年欠・２

・２８

３・８

３・９

２・２３～

３・３

２・２１～

３・２１

３・９

年月日欠

３・１４

造南寺所解

上馬養米請用文

安都雄足牒

安都雄足牒

供養分料進上文

四十五部法華経充

本帳

写経所解案

（布施文）

四十五部法華経校

帳

僧軌耀解

四十五部法華経装

�充造物帳

仏頂経

最勝王経・

寶星陀羅尼

経

四十五部法

華経

四十五部法

華経

法華経・金

剛般若経・

理趣経

阿弥陀仏像

阿弥陀仏像

供養

布施申請

供養に必要な米などを送

る

校正の記録

阿弥陀仏像を明日から写

し画かせよ。

充本の記録

経の装丁の記録

阿弥陀仏像を写し画かせ

よ。画師上楯麻呂が作製

した花形の扠首をもって

来させよ。

用度物の申請

米の用残の報告

経の借用の願い。うち二

部のみを貸す

安都雄足→上馬養

安都雄足→写経所

案主上馬養・能登

（男人か国依）・上

楯麻呂

写経所

写経所（→造東大

寺司）

軌耀→写経所

？→写経所

造南寺所→写経所

写経所

写経所

上馬養→写経所

２９

２８

３・１９

か

３・１９

経�注文案

経�注文

御斎会

御斎会

貸し出した経�のリスト

貸し出した経�のリスト 造東大寺司

造東大寺司
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４－４１２・３ z４３� １ 空

４－３１２・３ zz２７－３〈２８〉 １ 鬼室某の分も報告・書き込み

有り。付箋「廿四」「廿三帙

二巻」

端裏奥書「 麻呂

状」未収

１４－３２８

１４－３３３

４－４１７

１４－３３０～３３１

１４－３４２～３４５

１４－３３２

１４－３３３

１４－３３４ zz３７－９〈４４〉

zz４３－１５〈１〉

〈２〉

zz５－１〈３０〉

zz３７－９〈４３〉

zz４６－９〈８〉

zz３７－９〈４４〉

裏

zz５－４〈１６〉

zb１６�

１

１

１

１

１

１

２

付箋「五」「卅二ノ七」。３２号

８２２「一 枚」。「１５－１６］と 同

一内容、下欠

４２－１・２の草案。付箋「第

十 五 帙 八 巻」。１５号２４８「二

枚」

この文書欠損なし。経師はL

１０「木於神得」

奥裏切封上書「経所 封」。

付箋「廿七ノ四」「四」。２７号

５４５「一枚」

付 箋「卅 二 ノ 八」。３２号８３２

「一枚」。L５は「経所案主」

奥裏切封上書「経所」。付箋

「五」「廿四帙十二巻」。２４号

４６０「一枚」

空

空

空

空

［３６］年 欠・４・８安 都

雄足牒

空

［３７］四月八日上馬養状

空

１４－３３４

１４－３３３

１４－３３４～３３６ zz４３－１５〈３〉

〈４〉

１ 付箋「十六ノ六二」。１６号２６４

「六枚」

空

１４－３３６～３４２ zz４３－１５〈４〉

～〈８〉

１ 空
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３０ ３・１９ 堂装束不堪注文 御斎会 以下のものを堂に準備で

きなかったことの報告

？→写経所

３１ 年欠・３

・２４

荊嶋足手実 法華経１部

・梵網経・

阿弥陀経ほ

か

作紙の報告 荊嶋足→写経所

３６

３３

４０

３９

３８

３７

３４

３２

３５

４・８

年欠・４

・１

４

年月日欠

４・２６頃

年欠・４

・８

年月日欠

４・５

４・２５

年欠・４

・７

年欠・４

・６

上馬養状

安都雄足牒

安都雄足牒

安都雄足牒

写経所解案

安都雄足牒

写経所解案

写経所解案

写経所解案

以下参照

一切経

最勝王経・

宝星陀羅尼

経

法華経一部

最勝王経・

宝星陀羅尼

経。法華経

一部

最勝王経・

宝星陀羅尼

経。法華経

一部

阿弥陀仏像

・法華経。

法華経・金

剛般若経・

理趣経

最勝王経・

宝星陀羅尼

経。法華経

一部

最勝王経・

宝星陀羅尼

経。法華経

一部

二部経の綺等は大原史に

渡した。軸は明日小野大

夫に渡す。８日に二部経

を内裏に奉請せよ。次官

に報告せよ。

用度物の申請

小野大夫が作った軸のう

ち軸をつなげていない端

は八つ。法華経一部明日

初めよ。

内裏から受けた軸端と由

志木を送る。鋳物を送れ。

二部経を内裏に奉請せよ

仕丁の粮の請求

二部経の綺などがもうす

ぐ来る。宣が到ればすぐ

装�せよ。法華経一部を

書写せよ。そのために紙

と経師を準備せよ（因八

幡内侍宣）。次官高麗大

山に伝えよ

用残の報告

文書集合第二類型

早く法華経一部の書写を

初めよ。

上 馬 養→安 都 雄

足？

写経所（→造東大

寺司）

写経所（→造東大

寺司）

安都雄足→写経所

安都雄足→上馬養

・写経所

安都雄足→上馬養

・写経所

安都雄足→上馬養

・写経所

写経所（→造東大

寺司）

４０ １ ４頃 写経所解案 阿弥陀仏像

・法華経１

部

用残の報告 写経所（→造東大

寺司）

４０ ２ ４・２６ 写経所解案 法華経・金

剛般若経・

理趣経

用残の報告 写経所（→造東大

寺司）
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１４－３５９

１４－３４６・３４７

１４－３６０

４－４１８～４１９

１４－３５９

４－４１９・２０

４－４５８

１４－４１９～４２０

１４－３４５～６

zz３－４〈４１〉

裏

zz３－４〈４０〉

裏

zz１８－６〈２５〉

裏

zz３２－５〈３１〉

zb１０�

zz３－４〈４２〉

裏

zb４７�

zb１０�

zz３７－９〈３１〉裏

zz３－４〈３５〉裏

１

１

１

１

１

１

１

１

１

人とともに移動したか

端裏「称讃経十巻 大和国奉

請 六月十七日葛木舎人付十

巻遺一巻 小櫃一合」（１６－

４９７）あり。二次文書作成の

時端裏は抹消。

［１５－２６］参照。余白１５セン

チ

付箋「？ 十六下」「卅一？」

余白あり

人とともに移動したか

人とともに移動したか（書き

込みあり）

人とともに移動したか

宝字５年奉写一切経所解

牒案等帳

宝字５奉写一切経所解牒

案等帳

天平宝字６・１２奉写二部

大般若経解移牒案

宝字５年奉写一切経所解

牒案等帳

［１５－２５］

宝字５年奉写一切経所解

牒案等帳

天平宝字８・３・１７吉祥

悔過所解案

空

天平宝字８・３・１８吉祥

悔過所解案

１５－４９

１５－４８

５－５０８～９

１６－４９３～

４９５

１６－４９５～

４９７

１５－４１～４２、

１０２～１０３

１５－４７～４８

１４－３８６

１４－４１６～４１７ zz１８－６〈５９〉 ３ 「不用」の追記 ［１５－７２］宝 字４・７・

２７？経所解案 ［１５－７３］

宝字４・７・２６造東大寺

司牒案。どちらも天地逆

４－４２８・９

１５－６３～６９

２５－２７１～３００

１４－４２１

１４－４２２～４０

＋１５－８５～８７

＋１４－４４０～

２

zz１０－７〈４〉

～〈１〉裏

zz １８ － ７ �
〈２〉裏

zz２－６〈１〉～

〈８〉＋z２０⑥ 裏

＋zz２－６〈９〉

＋z２０⑤裏＋z２２

⑥裏、zz２－６

〈１０〉〈１１〉

zz３９－１〈１９〉

～〈６〉裏

１

２

１

１

［５０］以前に作成。山本２７８頁

参照

題箋「後一切経料雑物納帳」。

付箋については文章参照

奥に余白が１３センチあるので、

帳簿は終了

奉写一切経所食口帳（神

護景雲４．７．２８～）

宝字６．１２奉写潅頂経所

解案

宝字８．１１．２１造東寺司

注文

文章参照

１６－２６～

文章参照

１７－３３７～

３６２

５－５０２
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４５

４６

４６

４４

４１

４６

４２

４３

４６

４４

４４

２

１

３

２

１

６・９

６・９

６・１０

７

年月日欠

閏４・２

７・２１

６・９

７・２２

閏４・１１

～

６・８

７・２２

校生歴名帳

大安寺三綱牒

（奉請文）

校生歴名

坤宮官舎人長校生

送進文

文部省経師歴名

校生歴名

元興寺三綱牒

（奉請文）

称讃浄土経奉請文

写経所解案

（用度文）

校生歴名

筆墨直充帳

称讃浄土経

称讃浄土経

称讃浄土経

称讃浄土経

一切経

称讃浄土経

称讃浄土経

称讃浄土経

灌頂経・梵

網経

校生の歴名

大安寺が称讃浄土経を貸

す

用度物の申請

経師の名簿。召文

元興寺が称讃浄土経を貸

す

校生を写経所に派遣

校生舎人の歴名

継文

筆墨を買うための銭の下

充の記録

継文

校生の歴名

？→写経所

大安寺三綱→造東

大寺司

？→写経所

写経所

写経所（→造東大

寺司）

文部省→写経所

坤宮官舎人長葛木

男足→写経所

？→写経所

元興寺三綱→造東

大寺司

４７ ７・２７ 写経所牒案 八月の粮を得るために仕

丁の上日の報告

写 経 所（→木 工

所）

４８

４９

５０

５１

年欠７・

２７～３０か

８？・１

８・３～

５年５・

６

８ ・ １４

（以 前）

～５年５

・１０

奉写忌日 御斎会

一切経所解案

（用度文案）

後一切経料雑物下

充帳

安都雄足状

後一切経料雑物収

納帳

一切経

一切経

一切経

一切経・称

讃浄土経

浄衣を運ぶ仕丁の請求・

東厨と湯屋の壁を塗れ・

称讃浄土経所で用いた物

と食料を必要とする人数

の勘定・作業の進行状況

を通知せよ

食糧の下充の記録

雑物の収納の記録

用度物の申請 奉写忌日御斎会一

切経所（→造東大

寺司）

写経所

安都雄足→写経所

写経所
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１４－４４２～４４３

４－４３２

４－４３０～４３１

４－４３１

１４－４４４

４－４３０

z２０〈４〉

z１９〈４〉

z２０〈３〉

z４１〈２〉裏

z１９〈３〉

zz３－４〈３〉

裏

１

１

１

１

１

１

奉写一切経所解牒案等帳

奉写一切経所解牒案等帳

奉写一切経所解牒案等帳

奉写一切経所解牒案等帳

奉写一切経所解牒案等帳

宝字５年（１．６～９．１）

奉写一切経所解牒案等帳

４－４８５

１５－４～５

４－５０３

１５－５～６

１５－６

１５－３～４

１４－４４３ zz３－４〈２〉

裏

１ 表に付箋「卅六ノ十九」。往

来付３６号９４８「五枚」

奉写一切経所解牒案等帳 １５－１～３

４－４３７～４４０

４－４４１～４４４

９－４３２

４－４３３～４３７

１４－３４９～３５８

１４－４４４～４４５

１４－４４６・７

１４－４４６

zz１８－１〈３〉

zz３－４〈３２〉

裏

zz４０－３〈６４〉

裏

zk５ウ〈６〉

～〈１〉

zb２９〈 ３ 〉

〈４〉

zb２９〈 １ 〉

〈２〉

zz４１－３〈８〉

〈９〉

zz４０－３〈６５〉

裏

１

１

１

１

１

２

１

１

習書「牒・式部省・浄・浄・

九大・浄人」未収

福麻呂・雄足の自署。原簿と

して写経所に保管（山本２８６

頁）。表に付箋「十二帙二巻」

付箋「卅ノ七」。端裏「随求

壇所文」未収。３０号６９４「二

枚」

端裏「用一千四百五十八文」

「公文」未収。「６０］より後に

作成

〈１〉紙背に「請為作随求陀

羅尼壇□」。日付は七月でな

く十月。

奉写一切経所解牒案等帳

空

空

［３］天平宝字４．１．１５

東寺写経所解案

空

宝亀六年食口案 ２３－２４０

２３－２３９

１５－３９

１４－２９２～

３００

４－４４６

４－４４５ z２０�

z２２�

１

１ ［５０］後一切経料雑物収

納帳

［５０］後一切経料雑物収

納帳

１４－４３８～

４０

１５－８５～７

１４－４４８～４４９ zz２－６〈９〉

裏

１ ［５０］後一切経料雑物収

納帳

１４－４３８

４－４４７ z２０� １ ［５０］後一切経料雑物収

納帳

１４－４３７－８
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５２

５３

５３

５２

５３

５３

５２

５２

２

３

１

３

２

１

９

９・１６

９・１５

９

９・１６

年欠９・

１３

９・１８

９・１７

請暇解帳

美努人長解

史戸赤麻呂解

山部吾方麻呂解

注遅障進送文

某解

請暇解帳

秦家主解

一切経

一切経

一切経

一切経

一切経

一切経

一切経

一切経

請仮解

請仮解

請仮解

請仮解

請仮解

秦家主→写経所

美努人長→写経所

？→写経所

山部吾方麻呂→写

経所

史戸赤麻呂→写経

所

？→写経所

５３ ４ ９・１８ 紀主人解 一切経 請仮解 紀主人→写経所

５４

６１

５７

６０

５８

５６

５５

５９ １０・１６

９・２７

９・１８

１０・１９

９・２９

９・２８

１０・１６

１０・３

随求壇所解案

写経所布施文案

随求壇所解案

造東大寺司用度文

案

写経所奉請文案

造東大寺司奉請文

案

弓削弟廣請

奉写一切経所経師

等召文

大仏頂陀羅

尼経・随求

即得陀羅尼

経

一切経

大仏頂陀羅

尼経・随求

即得陀羅尼

経

用度物の申請

経典を貸す

召文。仮の期限を過ぎた

経師らを召す旨を指示。

出仕日時を追記

経典を貸す

雑物の用残を報告

布施申請

雑物の用残を報告

硯十口を請う

写経所

随求壇所（→造東

大寺司）

写経所（→？）

弓削弟廣→写経所

写経所

写経所（→造東大

寺司）

造 東 大 寺 司

（→？）

随求壇所（→造東

大寺司）

６２

６２

６２

２

１ １０・２２

１０

１０・２２

請暇解帳

某解

高橋息嶋解

請暇解

請暇解 高橋息嶋→写経所

某→写経所

６２ ３ １０・２５ 万昆太知解 請暇解 万昆太知→写経所

６２ ４ １０・２５ 巨勢村国解 請暇解 巨勢村国→写経所
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１４－４４７～４４８ zz２－６〈８〉

裏

１ ３１号７４６「一枚」 ［５０］後一切経料雑物収

納帳

１４－４３５・６

未収。正倉院

年報１０

zb７� １ 空

１３－３３６

４－４５０

４－４５４

２５－２６６

１４－４４９

２５－１９３～１９４

４－４５８

２５－３００・０１

４－４５３

１１－４８６～４８９

＋１５－８５＋１１

－４８９＋１５－

８４＋４－４５５

１４－４４９・５０

１５－７１～７９

zz２－６〈７〉

裏

z２２�

zz１６－４〈１７〉

zb７�

zk１３〈１３〉～

〈１０〉裏

zz３－４〈４〉

裏

zz３－４〈３９〉

裏

z４２�裏

zz４６－６〈４〉

～〈８〉＋s４４�
裏＋zz４６－６

〈９〉＋z４２�裏

＋z４３��

zz４３－２２〈１９〉

z２０〈７〉

s４５�（３）

１

１

１

１

１

１

１

２

１

２

１

１

付箋「卅一ノ一七」［５０］の

１２月２１日条と一致。３１号７１４

「片紙」

栄原c２０８頁

L５「元（无 ヵ）」は「无」。

L８の□は「其」

後欠。書き込みあり。栄原b

６７頁。表に付箋「廿六ノ一」。

２６号５２１「六枚」

［５０］の１２月１５日条の銭の額

と一致

表 裏 接 続。付 箋 zz４６－６

〈７〉裏に「廿五帙七巻」、

〈９〉に「廿四帙五巻」。２５号

５０５「一枚」

［５０］後一切経料雑物収

納帳

空

天平勝宝６・１１・１１吉野

百嶋解

藍園瓜進上文ほか（天平

勝宝２．５．２６～２．７．

２）

空

空

年欠・３・２０～下米注文

宝字八年？上山寺悔過所

油下帳

宝字５奉写一切経所解牒

案帳

宝字５奉写一切経所解牒

案帳

奉写一切経所解牒案等帳

（宝 亀２．３．４～２．

４．１）

宝字５奉写一切経所解牒

案帳

１４－４５０

１５－４６～４７

１４－４３４・５

４－３１、１３

－１１７

１５－６～７

１５－８３

６－３４～４１

２５－８・９、

１１－２８０、３

－４０７、４０６、

４１２、４１１、

４１０・１、４１０、

４０９・１０、１１

－３２３

１６－４９８・９

１４－３２９・３０ zz３－８〈６〉

裏

２ 天平感宝元・６・２９僧安

朗啓

１０－６６４

１４－４５１

２５－２６５

z２２	裏

z４９


２

１ 端裏切封あり 空

天平２１・２・１０掃部所解 ３－１９６・７
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６２ ５ １０・２４ 広田連清足解 請暇解 広田連清足→写経

所

６３ １１・８ 池原禾守牒 一切経 内史局から来た�紙を写

経所に送る

池原禾守→写経所

７１

６４

７５

７２

７０

６５

７４

６６

６７

７３

６９

６８

１１・１４

１２・４

１２・１４

年欠・１２

・１５

年欠・１２

・２１

１１・１９

天平宝字

４

１２・１３

年不明７

・２１

１２初

１２・３

天平宝字

４？

島政所符

若倭部国桙解

安都雄足請経状

池原禾守牒

菜引遣使解

薬師寺三綱牒

写 御書所移

巨勢村国解

食法文並雑物充文

池原禾守牒

処々経勘検注文

奉写一切経所解案

一切経

一切経

一切経

称讃浄土経

一切経

一切経

経の勘検の台帳

おそらく請仮解

経師・校生の進上

経の返却を願う

請仮解

�紙と銭を写経所に送る

書生らの歴名

経師等に支給する一日分

の食料を規定し、十二月

に実際に支給した食糧を

列記する。内訳は１１月の

残りと１２月に支給した物

１１月の用残の報告

写経所に薦を送る

銭・米・塩・海藻の用残

報告

経の借用の申請

写経所

若倭部国桙→写経

所

写 御書所→写経

所

丸部足人→写経所

島政所→写経所

写経所（→造東大

寺司）

池原禾守→写経所

薬師寺三綱→造東

大寺司

池原禾守→写経所

嶋政所（装束忌日

御斎会司）→写経

所

安都雄足→写経所

巨勢村国→写経所

７６ 年不明７

・２３

伊香乙虫経軸進上

文

称 讃 浄 土

経？

軸の進上 伊香乙虫→写経所

７８

７７ 年不明１２

・２５

年不明７

・１２

池原禾守牒

安都雄足状 銭四百文を送るので葛井

佐官に必ず通常の値で油

を買っておくようにお願

いする

膳部物部角折を嶋院での

常悔過に勤めさせたいと

申請

安都雄足→写経所

池原禾守→写経所
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